
   栃木県困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する 
基本的な計画（素案）に対するパブリック･コメントの実施結果について 

 
「栃木県困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する基本的な計画

（素案）」に対する意見募集を行った結果、４名の方及び１団体から計21件の御意見を頂
きました。貴重な御意見ありがとうございました。 

提出された御意見を十分検討の上、それに対する県の考え方を次のとおりまとめまし
た。 

   なお、類似の意見については、内容ごとにまとめさせていただきました。 
 

項 目 意 見 の 内 容 意 見 に 対 す る 考 え 方 

第１章 困難な問題を抱える女性への支援に関する基本的な方針 

１基本的
な考え方 

（３）計
画におけ
る施策の
対象者に
ついて 

最近の外国籍や外国につながる
人の定着を踏まえ、その生活実
態を把握し、困難な問題を抱え
る女性の課題に取り組んで頂き
たい。住宅、教育、医療等在留
資格を超えて、支援をする内容
を確認することを願う。 

【原案どおり】 
計画案における施策の対象者は
国の基本方針記載のとおり、｢年
齢、障害の有無、国籍等を問わ
ず支援の対象｣としており、在留
資格の有無で制限をかけていな
いことを含んだ記述にしており
ます。 

３基本目
標 

３基本目
標につい
て 

実際に何人の自立に繋げるかな
ど、支援成果そのものについて
目標を掲げられないか。支援の
手段のみでなく、支援そのもの
を評価指標に入れてはどうか。 

【原案どおり】 
困難女性の相談件数や一時保護
件数等は、評価が困難であり、
計画の目標値になじまないた
め、基本目標の変更は行いませ
んが、計画の運用にあたっては
困難な問題を抱える女性への切
れ目のない支援に取り組んで参
ります。 

県は支援調整会議を開催する目
的やその内容をよく精査し、３
年以内とするのではなく、早急
に開催時期や会議参加者につい
て検討する必要があると思う。 

【原案どおり】 
県の支援調整会議は早急に設置
に向けた検討を行います。 
市町の会議設置については、そ
れぞれの実情に応じた体制整備
が必要なことから、準備期間と
して３年以内といたしました。 

第２章 困難な問題を抱える女性への支援のための施策内容に関する事項 

１支援の
内容 
 
 
 
 
 

（１）ア
ウトリー
チ等によ
る早期の
把握につ
いて 

アウトリーチの定義が曖昧であ
る。県や市町の支援者が、必要
に応じて困難な問題を抱える女
性が希望する場所での面接を実
施すること、関係機関への同行
支援を実施することを基本計画
の中に明記してはどうか。 
 

【補足説明】 
SNS等を通じて気軽に相談できる
窓口を整備するとともに、身近
な相談窓口の周知により、困難
女性の早期の把握に努めます。 
御意見については、相談支援の
取組検討の参考とさせていただ
きます。 

行政が、配布物の認知度を高め
るために何が有効な手段かを検
証する必要があると考えます。
相談支援当事者へのアンケート
調査を実施する等で検証すると
よいと思う。 
 

【補足説明】 
認知度の向上のための施策とし
ては、計画案記載のとおりホー
ムページやリーフレット等の活
用、相談窓口案内カード等の啓
発資材の配布や公共施設等への
設置など様々な手法を用いる予
定ですが、今後支援調整会議等
も活用しながら把握に努めて参
ります。 



（２）居
場所の提
供につい
て 

居場所とは、当事者が安心して
自分の気持ちや悩みを話し交流
することができる場所であり、
必ずしも全ての当事者が公的な
相談支援に繋がらなくてもよい
のではないか、支援を受けられ
るシステムに繋がっていること
が重要と考える。 

【補足説明】 
P17（２）居場所の提供の項目で
記載のとおり、様々な民間団体
と連携・協働し、支援の継続性
を保つことで女性が安心して支
援を受けられるよう努めます。 

（８）自
立支援に
ついて 

公営住宅の優先入居制度につい
て、当事者にとって入居可能期
間が短期間だったり、入居条件
が厳しい等、制度そのものが使
いづらい。この機会に当事者に
とって利用しやすい制度に変え
ていただきたい。 

【補足説明】 
P20（８）自立支援に記載のとお
り公営住宅等の優先入所制度等
を活用して居住支援を行って参
ります。制度については、貴重
な御意見として承ります。 

２支援の
体制 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

県と市町
の役割に
ついて 

栃木県の役割、各市町の役割、
それぞれの役割を明記したうえ
で、困難な問題を抱える女性の
支援計画を推進するべきだと考
える。この計画全体を通して、
施策に対する役割が明確ではな
いため、計画全体が曖昧で分か
りにくい。 

【一部修正】 
御意見を踏まえ、P20「２ 支援
の体制」において、県及び三機
関の役割を追記しました。 

地域の実
情に応じ
た支援体
制の構築
について 

どこの行政に飛び込んでも、同
じ支援を提供することを明記し
ていただきたいです。そして、
地域間格差是正のために、県に
よる後方支援体制を構築してほ
しい。 

【補足説明】 
県内どこでも必要十分な支援を
受けられる体制を構築するた
め、全市町における支援調整会
議の設置を基本目標としたとこ
ろです。 
県では、各市町の支援調整会議
の設置を支援します。 

支援の質
の確保に
ついて 

当事者の意思を尊重した支援を
実現するためには、支援側の力
量と熱量が必要であり、県内の
どの行政の部所につながっても
同じ質の支援が受けられるスタ
ンダードをどう作っていくの
か、支援の質の確保の道筋を計
画の中に盛り込んでほしい。 

【補足説明】 
支援者の質の確保や県内どこに
おいても必要十分な支援を受け
られる体制の構築が重要なこと
から、支援者の資質向上のため
の研修の実施や、支援調整会議
を設置し、体制を整備して参り
ます。 

相談者の
ニーズに
応じた支
援体制に
ついて 

各問題に適切に対応できる専門
性を有する機関と支援者を確保
する必要があります。県の責任
において必要な事業が継続する
ことを保証していただきたい。 

【補足説明】 
困難女性の支援にあたっては、
三機関を中心に、最も身近な相
談窓口である市町や関係機関と
の連携のもと適切な支援に取り
組んで参ります。 

三機関に
ついて 

計画を推進するために、まず支
援の中核を担う三機関につい
て、具体的な役割を記載しては
どうか。 
 
 

【一部修正】 
御意見を踏まえ、P21 支援の体
制(1)三機関の連携の項目におい
て、三機関の役割を追記しまし
た。 

女性相談
支援セン
ターにつ
いて 

困難な問題に対応できる支援シ
ステムを構築し、一時保護所へ
の入所基準の見直しとその基準
の明確化をしてほしい。 

【補足説明】 
一時保護については、支援対象
者それぞれの状況に応じ、本人
の同意を原則として適切に実施
して参ります。 



女性相談支援員はケースワーカ
ーとして当事者に寄り添える仕
組みが必要であり、業務を遂行
するためには、女性相談支援員
の雇用条件の一つに男女共同参
画やジェンダー意識を有する者
を採用することを加えてほし
い。また、女性支援の専門性を
培うには長期的な経験を要する
とされることから、女性相談支
援センター長についても、全国
公募制による採用等を検討して
ほしい。 

【補足説明】 
女性相談支援員の任用に当たっ
ては、国の基本方針に記載のと
おり、｢その職務を行うのに必要
な能力及び専門的な知識経験を
有する人材の任用に特に配慮す
るとともに、支援対象者と継続
的な信頼関係を構築することが
極めて重要」であることから、
これらを総合的に判断し、任用
することとしております。 
女性相談支援センター長につい
ては、女性相談支援センターに
関する政令により｢所長の職務を
行うに必要な専門的知識経験及
び女性の人権に関する識見を有
するもののうちから任用しなけ
ればならない｣とあることから、
適切な配置を行って参ります。 

女性相談
支援員に
ついて 

新法施行にあたり、女性相談支
援員には、より高度で専門的な
ケースワーク技術が求められて
いることから、栃木県における
一律の女性相談支援員採用基準
を定めてほしい。また、女性相
談支援員を専門職と位置づけ、
会計年度任用職員の雇用形態か
ら外し、経験や能力に応じた報
酬等についても再検討してほし
い。 

【補足説明】 
女性相談支援員については、国
の基本方針に定める能力等に配
慮し任用をして参ります。県と
しては支援体制（６）人材育成
・研修をとおし、資質の向上を
図って参ります。位置づけ等に
ついては、貴重な御意見として
承ります。 

女性自立
支援施設
について 

女性自立支援施設の説明が足り
ないと思う。 
現在の女性自立支援施設が一時
保護的な要素が強い中、困難な
問題を抱える女性を援助するた
めには、中長期的で、より多岐
にわたった息の長い支援が求め
られてくる。 
基本計画の方針の中に、施設の
体制の改変や対応策など具体的
なものが見えない。 
 
 
 
 
 
 
 

【一部修正】 
御意見を踏まえ、P21 支援の体
制(1)三機関の連携の項目におい
て、三機関の役割を追記しまし
た。 
【補足説明】 
法施行後は、三機関の一つとし
て困難女性支援の中核的役割を
果たすことから、計画案の中で
は支援内容（５）被害回復支援
（６）生活の場を共にすること
による支援、（８）自立支援、
（９）アフターケア等の役割を
記載しています。それらの役割
を果たしていけるよう、関係職
員の研修の充実に努めて参りま
す。 

現在の県公営の女性自立支援施
設は、一時保護期間が経過した
者の受け入れ先となっているだ
けで、個別ニーズに応じた長期
的な支援は提供されていない状
況。国の基本方針にあるように
一時保護所経由ではなく、自立
支援のために直接入所できる女
性自立支援施設を新設してほし
い。 

【補足説明】 
一時保護を経ない女性自立支援
施設への入所についても計画案
記載のとおり、本県の実態に合
わせ、施設や入所に関する丁寧
な情報提供を行い、適切な支援
に取り組んで参ります。女性自
立支援施設のあり方への御意見
については、今後の参考とさせ
ていただきます。 



困難女性支援において、一番求
められているのは安全な着地だ
と思う。ます。新たな「女性自
立支援施設」や「母子寮」、あ
るいはそれを兼ねた「箱物」が
必要だと思うが、新たな母子寮
建設などの計画案は出ていない
のか。 

【補足説明】 
一時保護等の後の中長期的な自
立支援に当たっては、母子生活
支援施設等と連携した支援を実
施して参ります。御意見につい
ては、今後の母子生活支援施設
活用等の参考とさせていただき
ます。 

連携可能
な民間団
体数につ
いて 

相互に連携がはかれるほど、県
内には民間支援団体はない。民
間支援団体の掘り起こしについ
ては、県の努力義務だと思う。 

【一部修正】 
御意見を踏まえ、P16○連携可能
な民間団体数の項目において、
連携する民間団体について｢民間
団体の適格性に留意しつつ｣とい
う表現を追記しました。 
また、P22（３）民間団体との連
携体制の項目で、｢適格性のある
民間団体｣という表現を追記しま
した。 
P17（２）居場所の提供の項目で
記載のとおり、地域において困
難な問題を抱える女性の発見や
啓発に協力可能な新たな機関等
の掘り起こしを行い、様々な民
間団体と連携・協働し、支援の
継続性を保つことで女性が安心
して支援を受けられるよう努め
ます。 

民間団体
について 

民間団体との連携にあたって
は、県及び市町は広く情報収集
を行い、厚労省発出の民間団体
の適格性に関する通知を遵守し
てほしい。 

【一部修正】 
御意見を踏まえ、P16○連携可能
な民間団体数の項目において、
連携する民間団体について｢民間
団体の適格性に留意しつつ｣とい
う表現を追記しました。 
また、P22（３）民間団体との連
携体制の項目で、｢適格性のある
民間団体｣という表現を追記しま
した。 

人材育成
・研修に
ついて 

支援に関わる全ての各市町の新
任担当職員は、新任研修を受講
する必要があるので、そのよう
に明記してほしい。また、新た
な支援情報を得るために、支援
に関わる職員や相談員が県外の
研修を受講する機会も設けてほ
しい。 

【補足説明】 
P22（６）人材育成・研修におい
て、男女共同参画や福祉分野に
関わる職員等についても会議等
を通じて理解促進を図ることと
しています。また、国が実施す
る研修に関する情報を提供して
参ります。 

 


